
   三 浦 市 携 帯 電 話 等 基 地 局 の 設 置 に 関 す る 指 導 要 綱  

 （ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、 本 市 に お け る 携 帯 電 話 等 基 地 局 の 設 置 に 係 る

紛 争 を 未 然 に 防 止 し 、 及 び 市 民 の 生 活 環 境 の 保 全 に 資 す る た め 、

そ の 設 置 に つ い て 、 近 隣 住 民 等 へ の 説 明 の 手 続 そ の 他 必 要 な 事 項

を 定 め る も の と す る 。  

 （ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 要 綱 に お け る 用 語 の 意 義 は 、 建 築 基 準 法 （ 昭 和 ２ ５ 年

法 律 第 ２ ０ １ 号 ） 及 び 建 築 基 準 法 施 行 令 （ 昭 和 ２ ５ 年 政 令 第 ３ ３

８ 号 ） に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

２  こ の 要 綱 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 当 該 各 号

に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

 ⑴  携 帯 電 話 等 基 地 局  携 帯 電 話 端 末 、 Ｐ Ｈ Ｓ 端 末 そ の 他 こ れ ら

に 類 す る デ ー タ 通 信 用 の 機 器 相 互 間 の 通 信 を 中 継 す る 送 受 信

兼 用 の 設 備 で 、 建 築 基 準 法 第 ８ ８ 条 第 １ 項 に お い て 準 用 す る

同 法 第 ６ 条 第 １ 項 又 は 第 ６ 条 の ２ 第 １ 項 の 規 定 に よ る 確 認

（ 以 下 「 確 認 」 と い う 。 ） が 必 要 な も の を い う 。  

 ⑵  事 業 者  携 帯 電 話 等 基 地 局 の 設 置 を し よ う と す る 携 帯 電 話 等

通 信 会 社 を い う 。  

 ⑶  近 隣 住 民 等  携 帯 電 話 等 基 地 局 の ア ン テ ナ の 中 心 か ら の 水 平

距 離 が 地 盤 面 か ら 当 該 携 帯 電 話 等 基 地 局 の ア ン テ ナ の 上 端 ま

で の 高 さ の ２ 倍 の 距 離 の 範 囲 内 に お い て 住 所 を 有 す る 者 、 事

業 を 営 む 者 及 び 土 地 又 は 建 築 物 を 所 有 す る 者 並 び に 携 帯 電 話

等 基 地 局 の 設 置 に 利 害 を 有 す る 者 で 市 長 が 特 に 認 め る も の を

い う 。  

 （ 設 置 計 画 の 届 出 ）  

第 ３ 条  事 業 者 は 、 携 帯 電 話 等 基 地 局 を 設 置 し よ う と す る と き は 、

他 の 法 令 等 の 規 定 に よ る 許 可 、 認 可 等 に 係 る 申 請 等 を 行 う ３ ０ 日

前 ま で に 、 携 帯 電 話 等 基 地 局 設 置 計 画 届 出 書 （ 第 １ 号 様 式 ） に 次

に 掲 げ る 図 書 を 添 付 し て 市 長 に 届 け 出 る も の と す る 。  



 ⑴  位 置 図  

 ⑵  配 置 図  

 ⑶  立 面 図 又 は 構 造 図  

 ⑷  近 隣 住 民 等 の 範 囲 を 示 す 図 書  

 ⑸  次 条 に 定 め る 表 示 板 の 設 置 状 況 が 分 か る 写 真  

 ⑹  そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 図 書  

２  市 長 は 、 前 項 の 届 出 が あ っ た 場 合 に お い て 、 紛 争 の 防 止 又 は 近

隣 住 民 等 の 生 活 環 境 の 保 全 の た め に 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、

必 要 な 助 言 又 は 指 導 を 行 う も の と す る 。  

 （ 表 示 板 の 設 置 ）  

第 ４ 条  事 業 者 は 、 前 条 第 １ 項 の 届 出 の 前 に 、 現 地 に 携 帯 電 話 等 基

地 局 設 置 計 画 表 示 板 （ 第 ２ 号 様 式 ） を 設 置 す る も の と す る 。  

 （ 近 隣 住 民 等 へ の 説 明 等 ）  

第 ５ 条  事 業 者 は 、 第 ３ 条 第 １ 項 の 届 出 の 後 、 説 明 会 又 は 個 別 説 明

（ 以 下 「 説 明 会 等 」 と い う 。 ） に よ り 、 当 該 携 帯 電 話 等 基 地 局 の

設 置 に 係 る 計 画 （ 以 下 「 設 置 計 画 」 と い う 。 ） の 内 容 に つ い て 、

次 に 掲 げ る 事 項 を 近 隣 住 民 等 に 説 明 す る も の と す る 。  

 ⑴  携 帯 電 話 等 基 地 局 の 形 態 、 規 模 及 び 構 造  

 ⑵  携 帯 電 話 等 基 地 局 の 設 置 工 事 の 期 間 、 工 事 方 法 及 び 安 全 対 策  

 ⑶  そ の 他 必 要 な 事 項  

２  事 業 者 は 、 近 隣 住 民 等 か ら 携 帯 電 話 等 基 地 局 の 設 置 に 対 す る 意

見 が あ っ た 場 合 は 、 誠 意 を も っ て 対 応 し な け れ ば な ら な い 。  

３  事 業 者 は 、 説 明 会 等 の 実 施 状 況 を 説 明 会 等 実 施 報 告 書 （ 第 ３ 号

様 式 ） に よ り 速 や か に 市 長 に 報 告 す る も の と す る 。  

４  市 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 事 業 者 か ら 説 明 会 等 実 施 報 告 書 の 提

出 が あ っ た 場 合 に お い て 、 紛 争 の 防 止 又 は 近 隣 住 民 等 の 生 活 環 境

の 保 全 の た め に 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 必 要 な 助 言 又 は 指 導

を 行 う も の と す る 。  

 （ 他 法 令 等 の 手 続 と の 関 係 ）  

第 ６ 条  事 業 者 は 、 前 ３ 条 に 規 定 す る 手 続 を 経 た 後 に 、 他 の 法 令 等



の 規 定 に よ る 許 可 、 認 可 等 に 係 る 申 請 等 の 手 続 を 行 い 、 設 置 工 事

に 着 手 す る も の と す る 。  

 （ 設 置 計 画 の 変 更 ）  

第 ７ 条  事 業 者 は 、 第 ３ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 届 け 出 た 設 置 計 画 の

内 容 を 変 更 し よ う と す る と き は 、 携 帯 電 話 等 基 地 局 設 置 計 画 変 更

届 出 書 （ 第 ４ 号 様 式 ） に 同 項 各 号 に 掲 げ る 図 書 の う ち 当 該 変 更 に

係 る 図 書 を 添 付 し て 市 長 に 届 け 出 る も の と し 、 当 該 変 更 の 内 容 に

よ り 第 ４ 条 及 び 第 ５ 条 の 規 定 の 例 に よ り 、 必 要 な 手 続 を 行 う も の

と す る 。 た だ し 、 近 隣 住 民 等 の 意 見 を 考 慮 し て 行 う 事 項 又 は 軽 微

な 事 項 の み で あ る と き は 、 こ の 限 り で な い 。  

 （ 設 置 計 画 の 廃 止 ）  

第 ８ 条  事 業 者 は 、 第 ３ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 届 け 出 た 設 置 計 画 を

廃 止 し よ う と す る と き は 、 携 帯 電 話 等 基 地 局 設 置 計 画 廃 止 届 出 書

（ 第 ５ 号 様 式 ） を 市 長 に 届 け 出 る も の と す る 。  

 （ 補 則 ）  

第 ９ 条  こ の 要 綱 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 市 長 が 別 に 定 め る 。  

   附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 告 示 は 、 平 成 ２ ６ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 告 示 の 施 行 の 日 前 に 確 認 の 申 請 を 行 っ た 携 帯 電 話 等 基 地 局

に つ い て は 、 こ の 告 示 は 適 用 し な い 。  


